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本日の内容

〈がん性疼痛緩和指導管理料〉

・がん性疼痛緩和指導管理料

とは

・算定状況について

・算定向上への取り組み

・今後の課題

・オーダー手順

〈がん患者指導管理料〉

・がん患者指導管理料とは

・算定状況について

・まとめ



がん性疼痛緩和指導管理料とは

1.緩和ケア研修を受けた

保険医による場合 200点 (月１回算定上限) 

・当院ではH22年度より運用開始

【1.で現在届出済の医師】

外 科) 太田Dr.浦山Dr.川口Dr.磯部Dr.藤本Dr.

消 内) 松尾Dr.中村Dr. 作田Dr. 恒治Dr.腎 内) 福長Dr.

糖 内) 相澤Dr.呼 内) 千紗Dr.内 科) 西塚Dr.

整 形)石井Dr. 佐々木Dr. リハ科) 伊藤Dr.

泌尿器) 大地Dr. 産 婦)阪西Dr.脳 外) 竹村Dr.

心 外)廣岡Dr. 放射線)細谷Dr.



がん性疼痛緩和指導管理料とは

医師が､がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を
投与している患者に対してWHO方式のがん性疼痛
の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的
な管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った
場合に、月1回に限り、当該薬剤（麻薬）に関する指
導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。

麻薬の処方がない日の算定や診療録記載のない
算定は、診療報酬返還対象となるため、麻薬を処

方した日のオーダー・カルテ記載が必須



診療録の記載要件

当該管理料を算定する場合は、麻薬の処方
前の疼痛の程度（疼痛の強さ、部位、性状、
頻度等）、麻薬処方後の効果判定、副作用
の有無、治療計画及び指導内容の要点を診
療録に記載する。



がん性疼痛緩和指導管理料
オーダー手順 (オーダー送信)



がん性疼痛緩和指導管理料
オーダー手順 (テンプレート添付)



がん性疼痛緩和指導管理料
オーダー手順 (ワードパレット・テンプレート)

ワードパレットまたはテンプ
レートのどちらかをカルテに
添付、記載する必要がある。



がん性疼痛緩和指導管理料
オーダー手順表
(算定要件・カルテ記載要件)

 【算定要件】

がん性疼痛の症状緩和を目的とし
て麻薬を投与している患者に対し
てWHO方式のがん性疼痛の治療
法に従って、副作用対策等を含め
た計画的な管理を継続して行い、
療養上必要な指導を行った場合、
当該薬剤に関する指導を行い、麻
薬を処方した日に算定できる。

 【カルテ記載要件】

①痛みの強さ

②痛みの部位

③痛みの性質

④痛みの持続時間

⑤レスキュー使用

⑥副作用

⑦治療方針



令和3～4年度の算定件数推移
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診療科別算定件数の推移(R4年度)
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令和3～4年度の非算定件数推移
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診療科別非算定件数の推移(R4年度)
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算定向上への事務の取り組み

・1週間ごとにがん性疼痛緩和指導管理料の算定実績を確認。

・がん性疼痛に対する薬剤を使用しているにも関わらず、テンプレ等のカルテ記載なく、

オーダー送信されていない患者を非算定としてリストアップ。

・非算定のリストアップを毎週月曜日に実施の緩和ケアカンファレンスに提出。

↓

Drがカルテに算定対象者である旨を記載。

次回、がん性疼痛緩和を目的とした薬剤の使用時にカルテ記載、オーダーを送信して

いただくようカルテ記載していただく。

・偶数月に開催されている緩和ケア部会、がん診療委員会にて月ごとの実績を報告し、

算定向上に努めている。

＜結果＞

・がん性疼痛緩和指導管理料の対象患者のうち、非算定件数が前年度より減少。

・算定の取り漏れを少なくすることができた。

算定件数の増加、非算定件数の減少につながった。



＜まとめ＞がん性疼痛緩和指導管理料

・前年度に比べ非算定件数は減少傾向となっているが、

外来受診当日の算定については、オーダー送信やカルテ記
載がないために非算定となっているケースがみられる。

・要因としては、算定対象患者や算定の運用についての認
識にばらつきがある。

・今後は算定運用のマニュアル等の整備、情報周知をがん

診療委員会、緩和ケア部会等で図り、適正な算定に向けて

継続して取り組んでいく。



がん患者指導管理料

がん患者指導管理料とは・・・

がん患者に対して医師や看護師等が共同で診断や治療方

針について説明、指導等を行ったことに対し評価する医学

管理料であり、「イ」「ロ」「ハ」「ニ」と分類が分かれている。

当院ではH26年度に届出を行っている。



分類

 イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内
容を文章等により提供した場合 (患者一人につき一回限り) 500点

 ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するために
の面接を行った場合(患者一人につき6回限り) 200点

ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投与又は注射の必要性等
について文書により説明を行った場合(患者一人につき6回限り)
200点

 ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行っ
た場合 (患者一人につき一回限り) 300点



がん患者指導管理料 イ （500点）

 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断され

た患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、

当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十

分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は入院中の患者

以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保

険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話

し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支

援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者１人につき１回

（当該患者について区分番号Ｂ００５－６に掲げるがん治療連携計画策定

料を算定した保険医療機関及び区分番号Ｂ００５－６－２に掲げるがん治

療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施

した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者１人につき１回）に

限り算定する。



がん患者指導管理料 ロ （200点）

 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、

がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、

当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保

険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、患者の心理的

不安を軽減するための面接を行った場合に、患者１人につき６回に

限り算定する。



がん患者指導管理料 ハ （200点）

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、

がんと診断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は

注射を受けているものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険

医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき薬剤師が、投

薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行っ

た場合に、患者１人につき６回に限り算定する。



がん患者指導管理料 ニ （300点）

 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、

別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の同意を得

て、当該保険医療機関の保険医が、区分番号Ｄ００６－18に掲げる

ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査の血液を検体とするものを実施する前にそ

の必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合

に、患者１人につき１回に限り算定する。



施設基準の届出要件

医師：次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
•ア】「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
に準拠した緩和ケア研修会（平成２９年度までに開催したものであって、「が
ん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したもの
を含む。）
•イ】緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会（国立がん研究
センター主催）等

薬剤師：5年以上薬剤師としての業務に従事の経験及び3年以上化学療法
に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんに係る適切な研修を
修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を５０症例以上有するもの

公認心理師：次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。

ア】「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
に準拠した緩和ケア研修会

（平成２９年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対す
る緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。）



 看護師：５年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適

切な研修を修了した者であること。 なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な

研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。

ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であること（６００時間以上の研修期間で、修了証が交付

されるものに限る。）。

イ】がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とし

た研修であること。

ウ】講義及び演習により、次の内容を含むものであること。

（イ）がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要

（ロ）臨床倫理（告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割）

（ハ）がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践

（ニ）がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程

（ホ）セルフケアへの支援及び家族支援の方法

（ヘ）がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ

（ト）がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント

（チ）コンサルテーション方法

エ】実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践



現在届出を行っている医師・看護師・薬剤師・公認心理師

 【医 師】 外科) 太田Dr. 浦山Dr. 磯部Dr. 川口Dr. 藤本Dr.

消内)松尾Dr. 中村Dr. 呼内) 佐藤Dr. 泌尿器)大地Dr.

産婦)阪西Dr. 脳外)竹村Dr. リハビリ)伊藤Dr.

 【看 護 師】 田代陽子. 新宮久子. 齋藤智子

 【薬 剤 師】 西村雅次

 【公認心理師】 安食ひろみ



算定状況について

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月

イ(500
点)

０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １ ０ １

R4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月

イ(500
点)

１ １ １ １

・R3年度 (4月~3月) 外科 4件
・R4年度 (4月~7月) 外科 4件

・前年度と比べ、上半期の時点で前年度を上回ることが予想される。

・イの算定のみの実績となっており、「ロ」「ハ」「ニ」における算定がな

かった。



＜まとめ＞がん患者指導管理料

・今年度、前年度の算定実績では「イ」以外の算定

実績は見られない。

・当院の届出上、「ロ」「ハ」「ニ」も算定が可能となっ

ており、今後積極的な算定が可能か関連職種と確

認が必要である。

・R4.7月より「ロ」について、公認心理師の介入をス

タートさせたことから、算定件数増加に期待ができ

る。



全体のまとめ

・がん診療に関する指導、管理料を通じて、患者さんががん
診療に対する専門的な指導を受け、正しい知識を得ることに
繋がります。

・がん診療に関する指導、管理料を通じて、医療を提供する
病院側は、患者からの十分な情報を引き出し、チーム医療と
してより適正な診療を提供することに繋がります。

・病院職員の認知度や、算定件数の向上にむけて、今後も
がん診療委員会や緩和ケア部会等において、情報発信を行
い、管理料の適正な算定向上に向け取り組んでいきます。



ご清聴ありがとうございました。


